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令和７年度沖縄県病院事業局暫定再任用職員募集要項 

 

 

第１ 暫定再任用制度の趣旨と目的 

  暫定再任用制度は、本格的な高齢社会に対応し、高齢者の知識・経験を社会において活用して

いくとともに、年金制度の改正にあわせ、60歳台前半の生活を雇用と年金の連携により支えるこ

とを目的とし、働く意欲と能力のある定年退職予定者等を広く採用することができることとする

ものである。 

  病院事業局においては、職員の暫定再任用制度を、新規採用とのバランスや組織の活力維持に

留意して中長期的な視点から、公務の効率的な運営に必要な人材の確保を図ることを目的として

運用しています。 

 

 

第２ 対象者 

暫定再任用の対象となる者は、昭和 35年４月２日から昭和 39年４月１日までに生まれた者で、

次のいずれかに該当する者。 

⑴ 令和７年３月 31日に定年退職する職員及び現に暫定再任用として勤務する職員 

⑵ 定年退職者（原則として、過去暫定再任用に応募し採用されなかった者は除く。） 

⑶ 定年退職日以前に退職した者のうち次に掲げる者 

ア 25 年以上勤続して退職した者であって当該退職日の翌日から起算して４年を経過する日

までの間にある者 

イ アに該当する者として暫定再任用されたことがある者 

 

第３ 申込み手続 

⑴ 方法 

ア 定年退職予定者及び暫定再任用職員（第２の⑴の者） 

暫定再任用を希望する者は、暫定再任用職員選考採用申込書（別紙様式１）及び健康診断

書又は人間ドック受診結果の写しを、各県立病院の総務課経由で、病院事業局管理課に提出

すること｡ 

イ ア以外の者（第２の⑵及び⑶の者） 

暫定再任用を希望する職員は、暫定再任用職員選考採用申込書（別紙様式１）、履歴書（別

紙様式２）及び健康診断書又は人間ドック受診結果の写しを、直接又は郵送等で病院事業局

管理課に提出すること｡ 

⑵ 提出期限 

     令和６年 12月２日（月） 

 

第４ 募集する職 

暫定再任用を希望する職員の意向を考慮し、配置する職場の状況を踏まえるとともに、職員の

年齢別構成の適正化を図る観点から、短時間勤務による任用を基本としつつ、フルタイム勤務で

の任用も行うこととする。 

 

 

第５ 採用時の職名 

原則として行政職は「主査」として採用する。行政職以外の職位については、行政職に係る職

位の取扱いに準じて取り扱うこととし、現業業務従事職員は、引き続き定年前と同様の職名とす

る。 
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第６ 業務 

暫定再任用職員は、勤務形態にかかわらず、これまで培った知識や経験を生かし、暫定再任用

される職名に応じた本格的業務に従事する。限定した業務に従事するものではない。 

また、職責の面においても、暫定再任用職員でない常勤職員と同様である。 

 

第７ 採用方法 

地方公務員法附則第４条（定年退職等の再任用に関する経過措置）に基づく選考採用となる。 

⑴ 定年退職予定者及び暫定再任用職員 

暫定再任用する者の選考方法は、次に掲げる事項について総合的な観点から判断するものと

し、その者の勤務状況及びこれまでの勤務実績等（人事評価を含む。）に基づき選考するとと

もに、必要に応じて個別に面接を行うものとする。この場合における勤務状況の報告は、再任

用を希望する職員が勤務する所属の長が作成し、病院事業局長に提出するものする。 

ア 採用しようとする職に必要な職務遂行能力があること。 

イ 暫定再任用職員としての任期について勤務する意欲があること。 

ウ 暫定再任用職員としての任期について心身が健康であること。 

エ その他暫定再任用する者の選考に当たって考慮すべき事項に関し、その要件を満たして

いること。 

⑵ ⑴以外の者（第２の⑵及び⑶の者） 

  退職後に一定期間を経過した者が暫定再任用を希望する場合の選考方法は、⑴アからエまで

の事項については、当該者の退職する前の勤務状況及び勤務実績等（人事評価を含む。）に基

づき行うほか、個別に面接することにより総合的な観点から行う。 

 

第８ 内定 

 暫定再任用職員として任用することの決定は、選考結果に基づき、沖縄県病院事業局暫定再任

用職員選考審査委員会に諮って審査した上で行う。決定又は非決定の結果については、翌年２月

中旬までに本人に通知することとする。ただし、暫定再任用することを決定した後、非違行為が

あった場合は、決定を取り消す。 

  なお、暫定再任用は選考結果に基づき、当該選考委員会において決定又は非決定を行うため、

暫定再任用を希望する者全てが採用・更新されるものではないことに留意すること。 

 

第９ 採用日及び任期 

⑴ 採用日は、原則として令和７年４月１日とし、同日付けで辞令を交付する。 

⑵ 任期は、原則として令和７年４月１日から令和８年３月 31日までとする。 

 

第 10 勤務時間及び週休日 

  ⑴ 常時勤務の暫定再任用職員（「以下「フルタイム勤務職員」という。」）の勤務時間及び週休日

は、常勤職員の例によるものとする。 

⑵ 短時間勤務の暫定再任用職員（以下「短時間勤務職員」という。）の勤務時間については、

１日７時間 45分以内で週 23時間 15分勤務とする。 

  ⑶ 短時間勤務の暫定再任用職員の勤務日及び勤務時間については、所属長がその業務に応じて

予め定め、本人に通知するものとする。 

⑷ 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある短時間勤務職員（交替制

勤務職員）については、常勤職員と同様、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることがで

き、週休日及び勤務時間の割振りは、常勤職員の例によるものとする。 

※  勤務時間の割振りにより常勤職員と同様、土曜日、日曜日又は休日等に勤務をする場合が

あることに留意すること。 
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第 11 休暇制度 

⑴ 年次休暇 

ア フルタイム勤務職員 

令和７年３月 31日付けで退職し、令和７年４月１日付けで再任用される職員は、実質上継

続した勤務となることから、退職以前の基準日に付与された年次休暇の日数と、その時に繰

り越した年次休暇の日数の残日数となる。 

イ 短時間勤務職員 

基本的にはフルタイム勤務職員と同じ扱いとなるが、令和７年４月１日を基準日として付

与する年次休暇は、勤務時間に比例した日数となる。（週 23時間 15分勤務の場合は 12日） 

⑵ その他の休暇制度 

ア フルタイム勤務職員 

原則として常勤職員と同じ扱いとなる。（ただし、永年勤続職員に対する職務に専念する義

務の免除については対象とならない。） 

イ 短時間勤務職員 

原則としてフルタイム勤務職員と同じ扱いとなるが、フルタイム勤務職員との勤務条件の

均衡を図る必要がある休暇（夏季休暇等）は、勤務日数に応じた日数となる。 

 

第 12 給与 

⑴ 給料月額 

各職務の級ごとに設定した単一の給料月額となる。短時間勤務職員の給料月額については、

38時間45分に対する１週間当たりの勤務時間の割合を単一の給料月額に乗じて得た額となる。 

病院事業局における暫定再任用職員の給与月額について令和６年度の例を示すと次のとおり。 

 

職 行政職 医療職(2)
医療職(3)
看護師

医療職(3)准
看護師

現業業務
従事職員

職務の級 ３級 ４級 ４級 ３級 ４級

フルタイム勤務職員 256,200円 257,900円 273,800円 263,600円 245,000円

週23時間15分の短時間勤務職員 153,720円 154,740円 164,280円 158,160円 147,000円
 

  ⑵ 暫定再任用職員は、昇給制度の適用はない。 

 

第 13 諸手当 

⑴ 概要 

暫定再任用職員に支給される手当の例は次のとおりであり、長期継続雇用を前提にライフス

テージに応じた生計費の増加等に対処する目的で支給される生活関連手当や、主として人材確

保を目的とする手当については支給しないこととなる。 

ア 支給する手当の例 

通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当・勤

勉手当、単身赴任手当 

イ 支給されない手当の例 

扶養手当、住居手当、退職手当 

 

  期末手当・勤勉手当は、６月及び 12 月を合わせて給料月額の 2.3 月分が支給される。令和

６年度の期末手当及び勤勉手当の支給割合は次のとおり。 
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区分 年間計 ６月 １２月

期末手当 1.375月分 0.6875月分 0.6875月分

勤勉手当 0.975月分 0.4875月分 0.4875月分

計 2.35月分 1.175月分 1.175月分
 

（短時間勤務職員についても、同様に支給される。） 

 

⑵ 諸手当の特例 

ア 短時間勤務職員の通勤手当 

平均１か月当たりの通勤所要回数が、常勤職員のおおむね半分に満たない職員の通勤手当

の月額は、半額となる。 

イ 短時間勤務職員の時間外勤務手当 

１日あたりの正規の勤務時間と時間外勤務時間が合計７時間 45 分に達するまでの時間外

勤務手当の支給割合は、100分の 100となる。 

 

第 14 医療保険等 

⑴ 医療保険及び年金保険 

ア フルタイム勤務職員 

 (ｱ) 地共済組合員となり、引き続き医療保険等が適用される。 

 (ｲ) 年金は、地共済の厚生年金に加入する。 

 (ｳ) 暫定再任用期間中に年金の支給開始年齢に達した場合、年金額と給与額（給料・各種

手当、期末手当等を含む。）に応じて年金の支給額が調整させる。 

  (ｴ) 暫定再任用フルタイムの期間は、暫定再任用退職時に、当該期間を加算して、年金額

が再計算される。 

イ 短時間勤務職員 

(ｱ) 地共済組合員となり、引き続き医療保険等が適用される。 

(ｲ) 年金は、日本年金機構の厚生年金に加入する。 

(ｳ) 暫定再任用期間中に年金の支給開始年齢に達した場合、年金額と給与額（給料・各種手

当、期末手当等を含む。）に応じた年金の支給額が調整される。 

(ｴ)  暫定再任用短時間勤務の期間は、日本年金機構から当該期間に係る年金が支給される。 

  ⑵ 業務上の災害 

     フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員は、地方公務員災害補償法の対象となる。 

⑶ 雇用保険 

フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員は、雇用保険法の被保険者となる。 

 

第 15 暫定再任用職員の服務について 

暫定再任用職員の分限懲戒及び服務は、現行の常勤職員と同じ扱いとなる。暫定再任用職員は、

短時間勤務職員も含めて、職員と同様の本格的業務に従事するものであるから、地方公務員の職

務の性格に応じて設けられている服務に関する規定、すなわち、服務の宣誓、信用失墜行為の禁

止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等

の従事制限等も常勤職員と同様に適用される。 

   また、暫定再任用職員が任期中に退職を希望する場合の取扱いは、常勤職員の例によるものと

する。 

 

 

第 16 採用までのスケジュール 
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対象職員への意向調査 

暫定再任用希望者募集 

選考（勤務状況報告等及び選考審査委員会） 

採用内定通知 

配置先内示 

採用 

 

第 17 留意事項 

⑴ 暫定再任用を希望する場合には、業務の内容や職責等を十分理解するとともに、自身の年金

額や年金支給開始時期、給与について十分に把握した上で意思表示を行うこと。 

⑵ 選考にあたっては、健康診断書又は人間ドック受診結果の写しを提出する必要があることか

ら、早めに受診すること。 

  ※ 再検査、要検査の項目がある場合は再度受診し、結果を添付すること。 

  ※ 検査結果に異常がある場合は医師の所見（就業への支障の有無）を添付すること。 

⑶ ４月１日又は採用日の辞令交付時に「服務の宣誓書」を提出すること。また、着任に当たっ

ては、転任を命ぜられた職員と同様に、①着任届（沖縄県病院事業局職員服務規程第 34号様式）、

②住所略図（沖縄県病院事業局職員服務規程第 35号様式）を提出すること。 

 

第 18 令和６年度の暫定再任用職員の状況（病院事業局のみ） 

区分 

男女別 職別 

計 
男性 女性 事務吏員 技術吏員 

現業業務 

従事職員 

合計 20名 47名 1名 57名 9名 67名 

 フルタイム勤務職員 ２名 10名 １名 ９名 2名 12名 

 短時間勤務職員 18名 37名 ０名 48名 7名 55名 

 

 

６月 

11月 

12月～１月 

２月 

３月 

４月 


